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はじめに

今[１，国際的には，いわゆる「福祉国家の危機」の時期を経て，「福

祉国家再編期」ともいわれている．それは大きな社会的・経済的変化と

ともに，政策や理論研究にも大きな変化があらわれてきていることを意

味している．

近年，イギリスにおいても，こうした状況を反映して，これまでの研

究動向を整理して，今後のオールターナテイプを見い出そうとする文献

がﾄ'1次いで刊行されている．こうした時期にあらためてこれらの文献を

手がかりとして理論研究の動向を整理しておくことは有意義であると思

われる．そこでまずイギリスのごく大まかな仮説的な研究動向のスケッ
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チから始めて課題を整理しておくことにしよう．

社会政策・社会行政の教育・研究のメッカといわれるのはロンドン大

学のロンドン・スクール・オブ・エコノミックス（LSE)社会行政学部

である．この社会行政学部は，Ｔ・Ｈ・マーシャルの後を引継いだティ

トス（RichardM、Titmuss;1907-1973）によって1950年に開設された

ものである．その前身は，シドニー・ウェップやペアトリス・ウェップ

らによって1895年から準備され，伝統的な貧困研究と慈善組織協会

(COS)が実践してきたソーシャルワークの研究を中心として１９１２年に

設立された社会科学部である．したがって，イギリスの社会政策・社会

行政の理論研究の発展をとらえようとすると，まずこの社会行政学部の

研究に目を向けなければならないことになる．社会行政学部の創設に貢

献したテイトマスは学部長となって1973年に亡くなるまで約20年間に

わたってその職を務めた．この５０年代から６０年代にかけては，時あた

かもいわゆる「イデオロギーの終焉」とか「バツケリズム」（ButskeI

lism）といわれる保守党と労働党の合意の時ﾉﾘ}で，福祉国家形成安定の

時代でもあった．ティトマスはこの間，ESS(Ｉｙｓｏ〃‘ｌＡｅトＭ/blPSm/cl

I958;ＣＯ）""ｊｊ/"ＩＣ"//０１Ｍ/b)ぜ,１９“７舵Ｃ〈/i/ルハ7（わ"sﾉj肋,１９”，な

どの著書をはじめ多くの研究業績を公刊して，イギリス国内のみならず

国際的にもその影響力を高めた．こうしてテイトマスは，社会行政学部

のスタッフとともにTitmussianといわれる一つの学派を形成すること

になった．

この５０年代から６０年代にかけては，大まかにみるとテイトマスの影

響力の大きさと，「バッケリズム」の時代でもあって，ティトマス学派

の研究が中心になって展開された時期であったといえるのである．

しかしながら，６０年代後半から７０年代１１】葉にかけて高等専門学校

(Polytechnic)，や大学の設置拡張が急速に進む中で社会行政学部ある

いは専攻コースの設立が相次いで行われ，ＬＳＥも社会行政研究・教育

の唯一の学部ではなくなることになった．そして’967年に社会行政学
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はじめに

会が設立され，社会科学の他の学問分野からＭ１lわり，理論研究や議論

が活発に展開されることになった．この６０年代後半頃から経済の慢性

的危機が強調されはじめ，これを背景として西ヨーロッパ諸国でマルク

ス主義理論が復活することになった．

こうしたことから，７０年代初頭からフエピアン主義にもとづいたテ

ィトマス学派とマルクス主義者との間で，とくにフエビアン研究者の社

会調査による「貧困の再発現」をもとに福祉国家の欠陥や限界をめぐっ

てイデオロギー論争が展ﾘﾄ1されることになった．また一方では，アカデ

ミックな「価値からの自由」を主張するリペラルな中道派が出現するこ

とになった．

こうして，６０年代後半から７０年代初頭にかけて，テイトマス学派は

揺らぎはじめ，とくに論争を契機にマルクス主義に刺激されて，価値の

問題をめぐって正統派あるいは伝統的社会行政学といわれたティトマス

学派に挑戦する文献が数多く現れるにいたった．

そして，７０年代に政治的にも経済的にも危機が深まって行く中で

｢パッケリズム」からの訣別がはじまっていくことになった．

７０年代後半からいわゆる「福祉国家の危機」が強調されるようにな

り，その中で新保守主義者であるサッチャーが79年に政権の座につく

ことになり，ハイエクやフリードマンらの主根にもとづく新保守主義者

からの福祉国家批判が活発に展開されることになった．

とくに「貧困の再発見」をめぐって，福祉国家の改良を主張するフエ

ピアン主義者と福祉国家の限界とソーシャル・コントロールの強化から

福祉国家批判するマルクス主義者との論争は，約10年後には，新保守

主義者によって福祉国家否認の論点に利用されることになった．

そして，８０年代から今|」にいたる過程の｢'1で「危機後」（Post-cri．

sis）といわれ，福祉国家Tli編のmljきが活発になってきている．

ミシユラ（RamesbMishra）は，後にあげる1990年の文献において

先進資本主義社会における福祉国家は２つの方向で大きく再編されつつ
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あるととらえている．

その一つの方向は，イギリス，アメリカに典型的にみられる「新保守

主義」的再編である．もう一つの方向は，スウェーデン，オーストリア

に典型的にみられる「社会的コーポラテイズム（Socialcorpol.、

atism)」的再編であるとされる!)．この二つの再編の方向については，

今，ここではふれないことにするが，今日，福祉国家の再編期といわれ，

政策的にも理論的にも大きな変化に直iiiしていると思われる．

このようにごく大まかな輪郭的なスケッチとしては描かれると思われ

るが，こうした社会政策・社会行政の理論研究をとくに分析整理し，か

つあらたに理論の展開を試みる文献が70年代後半から８０年代にかけて

相次いで刊行されている．

そのおもなものとしてはRobertPilUker,７ﾙﾉｨﾉc(、／１Ｍ/h〃,1979,

Taylor-Gooby＆』､Ｄａｌｅ,Ｓｂｃｍ/７ｿﾉＣＯ):yα"(ﾉＳｔ)c､ノ１Ｍﾉｶﾉｾﾞ,1981,Vic

George＆PaulWilding,ノィノセ()/DgW"(ﾉＳｌ)c､ノ１Ｍ/１７）T1985,PhilLee

andColinRaball,１Ｍ/h)℃Y此０)ｙα"(ﾉＳＯＣ､/ＰＭＤ',1988,などがあげ

られる．さらに福祉国家の危機および危機後に関する代表的なものとし

ては，RamesllMisllra,TbeWelfarestateil】Crisis,1984,7脈11ﾉｾﾘﾉh)Ｕ

Ｓ/α/ｅノ〃ＣｌZ/Ｗ(J/is/Ｓｂｃ/CO'’1990,があげられる．

このほかにも，イギリス社会行政学会の機関誌，ﾉﾘﾉ""α／ｑ／Ｓｂｃｍノ

ノbﾉﾉby，（1972年611刊)，刀ﾉｃＹｂ(z)･ＢＯＯルＱ／Sbc/hノノ]Wjb)ﾉ，（1972年創

刊)，ＳｂｃｊＩｚﾉﾙﾉﾉG)ﾉ＆Ａ(ﾉﾉ"/ｌｌｉｓﾉﾉＴＩ//肌（Ｓｂｃｍﾉ(〃ﾉECO"0)"ｊＷｌ(ﾉ"ﾉｨ"is‐

ﾉﾉｾﾞ7/、'１，１９６７年ﾊﾘ刊が1979年に改称された)，さらにネオ・マルクス主

義の社会政策研究雑誌であるＣﾉｿﾞﾉﾉc(J／SOC、／Ｐｂ//の，（1981年創刊）な

どの代表的な研究誌がこの'H1に相次いで刊行され理論研究が活発に展開

された．

わが国でも，こうしたイギリスの理論研究の動向を伝える文献などの

翻訳をはじめ，理論分析を試みた論文もいくつか発表されている．とり

わけ，田端博邦論文「福祉匡|家論の現在」は，戦後福祉国家の生成・発
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はじめに

腰から今日の福祉国家の危機に至るまでの思想・理論の展開を豊富な文

献を川いてよく躯ｌｌｌ１されている．また，武lll正吾論文「｢福祉国家の危

機」その後」は，「福祉|正1家の危機」をめぐっての､１１論的・政策的な展

開と危機後のネオ゜コーポラテイズム的再編と新保守主義的再編につい

て理論的・政策的に検討されている．

さらに星野信也論文「ソーシャル・アドミニストレーションの発展と

現状」では，ティトマス学派の理論的な特徴の整11Kとティトマス後の理

論研究の流れについて分析されている．

このようなイギリスの､11論研究を分析されて，わが国の理論研究につ

いて，川端博邦は「イギリスのような福祉国家をめぐる激しい思想的対

立が必ずしもみられないように思われるのは，’二１本における“福祉国家
●●

コンセンサス'’そのものがより微弱であったということを示すのであろ

うか｣2)と指摘している．

また，武川正召は，さきの論文とは別の論文「労(1M)経済から社会政策

へ－社会政策論の再生のために－」で，「これまでのわが国で支配的な

社会政策概念によって示される政策範囲は非常に狭すぎる｣，「先進資本

主義国は……共通して，いわゆる「福祉国家の危機」に直面している．

このような事態を前にして，わが国の社会政策論は十分な理論的対応を

なしえていないのではないだろうか｣3)と述べている．

星野信也は，「わが国の社会福祉政策は基本的にイギリスやスウェー

デンをモデルとしてきたのだが，常に個々のサービスに着目してきたか

ら，そこから全体のバランスや福祉理念を学ぶことはなかったといって

よいであろう｣⑪と指摘している．

さらに，松井二郎は，雑誌「社会福祉研究」の特集，「平成２年社会

福祉の回顧と展望一脈1111論・行財政部門」で，「'三1本社会福祉学会にお

ける原理論に関述した報告がめっきり減少し，また学術雑誌・紀要で発

表されている福祉Ⅲ}係の論文の数や出版される本の多さにもかわらず，

原理論関係の論文・著作がきわめて少ない｣，「欧米諸国とわが国と決定
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的に異なる点は，欧米諸国では既存の理論パラダイムの危機（裏返しに

いえば，桶祉国家の危機）が明確に自覚され，それゆえ新たな桶祉J1l1論

の術築に向けて（奥返しにいえば，福祉国家のⅡ'1論的な選択肢をめざし

て）精力的な取り組みがなされてきた点であった｣5)と，要旨指摘して

いる．そしてわが国での理論研究への課題提起を意図されてか，さきの

ミシュラの著書による福祉国家の二つの再編の方向を紹介している．

このようにみると，イギリスでは理論研究が活発に展開され，「福祉

|Ｆ１家の危機」からあらたな理論構築をめざしているのに対して，わがＩＴＩ

ではこれとは対照的に，これまでの研究が不十分で，しかも停滞してい

ると指摘されていると思われる．

そこで，わが国のこうした理論研究の状況に鑑みて，イギリスの研究

からまだ学ぶものが多いと考え，我々は，イギリスの基礎概念を整理し

て「社会政策と社会行政－新しい福祉理論のljqI)Mをめざして」（1991年

２月，法律文化社）を刊行した．

この基礎概念の躯1111を通じてイギリスの研究成果を吸収しながら，わ

が国での新しい福祉111輪の構築をめざそうとしているのであるが，その

ためにはもう一つのステップとして，これらの基礎概念がよって立つ基

礎理論を整理しておかなければならない．こうした整理は多大な時'''１を

要するが，さきにあげたイギリスの文献やわが国の文献が刊行されてき

たこともあり，有益な手がかりとなると思われる．

そこで，さきにみたスケッチをもとにして，イギリスの社会政策学者

のlMlで影響力があり評価されている学者および研究集団をとりあげて，

その基礎理論がどのように構築されているか，そしてそれに対して他の

研究者がどのように評'１１lbしているかについて，できるだけ容観的に研究

ノートとして雅理を試みていきたい．

今回は，まず，スケッチにもとづいて，ティトマスの研究から検討し

ていくこととするが，ティトマスについては数多くの研究がすでになさ

れている．しかし，ここでの研究の視点にあうものはそれほど多くはな
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はじめに

いと思われる．この点，後に紹介するミシュラ論文はテイトマスの学問

的な特徴をよくとらえていることと，ティトマス後の理論研究の特徴を

整理しており，今後の分析にも有益な示唆を与えていると思われるので，

この論文をおもに手がかりとして考察を進めていくことにする．

尚，本論で「社会政策」とか「社会行政」あるいは「社会政策・社会

行政」という用語をしばしば用いているが，その意味は，ピンカーの次

のような説明によっていることをおことわりしておきたい．

「社会政策論と社会行政論の区別については，社会政策論を社会サー

ビスの諸目標を個別に，ないし相互関係を探ることによって研究するも

の，つまり，社会政策論は社会政策の目的を定め，選択するのに影響を

与える政治的・道徳的信念の研究や社会サービスが応えようとしている

社会的・個別的ニーズの範囲などの研究である．一方，社会行政論は政

策が実施される際の方法の研究である．そこでは有効性や効率の面から

どのように迦川が行われているのかということが問題となる．両者の区

別は，それゆえ便宜上のことにすぎず，たいていの学者は，実際上この

学問分野の二つの側面を分けて研究することは困難であるし，無意味で

あるということで一致している．そのようなわけで，この研究領域すべ

てを表わすために「社会政策・社会行政論」という用語を使って，二つ

に分けず，一つの用語として言い表わしている｣`)．

また，「社会政策・社会行政論（学)」を学問的に表現する時には，社

会行政学会が設立されていることもあってか，しばしばイギリスの文献

では，「社会行政学」あるいは「社会行政論」と使用されている．

第１章オーソドックスな社会行政研究の展開

―いわゆるティトマス学派の評価をめぐって

国際的に著名な社会政策学者であるミシュラ（RameshMishra,現在

カナダのヨーク大学教授で社会政策論を担当している）は，“Social
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Policyandtl】eDiscil)IilleofSocialAdmil】istration'，と題する論文の冒

頭で，「アカデミックなディシプリンとしての社会行政の歴史は事実上

テイトマスに始まるように思える｣，「1950年代と６０年代のその形成発

展の20年''１１において，研究にその特徴的なスタンプを与えたのはティ

トマスだった。そして，ティトマシアンのjj1l歴に対する我々の判断がい

かなるものであれ，ティトマスぬきでディシプリンとしての社会行政を

Iﾘ]らかにすることは不可能ではないが非11iに困難である」７)と指摘して

いる。そして，ミシュラは本論文で社会行政のディシプリンを明らかに

していく上でティトマスの研究業績の検討から始めている。このような

ミシュラのティトマスの位慨づけは，イギリスの社会政策学者の間でも，

ティトマス学派とかオーソドックスなあるいは伝続的社会行政論といわ

れ，ほぼ同様にその影櫟力が大きかったことが指摘されている8)。

そこでまず，イギリスの社会行政論を研究するにあたり，ティトマス

の研究業績から検討しておくのが適切であろう。

このティトマスの1ﾘﾄ究業ｌＷ(については，その影響力が大きかっただけ

に，いろいろな角度から多くの文献でとりあげられているが，社会行政

のデイシプリンの|Ｍ１題については，ミシュラの本論文が適切にまとめて

いるものと思われる。

ここでは，ミシュラ論文を基にして他の文献をも参考にしながら，い

わゆるティトマス学派のディシプリンはいかなるものであるか，その評

価はどのように行われているかについて躯理しておくことにする。

第１節ティトマスの社会行政研究の特徴

ミシュラはティトマスのアプローケには三つのおもな特徴があるとと

らえている。それは，一つには社会政筑における規範的要素の強調，二

つには社会的議論(disc()u1.s）における証拠(evidence）の尊重，三つに

は社会政策の広い定義づけであると。
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はじめに

以下でこの三つの特徴にｌＩＩｌしてミシュラおよび他の文献をも参考にし

ながらその批評を整理しておこう。

（１）ティトマスの規範の重視について

ミシュラは，「1950年代に流行していたValue-freeの考え方をテイ

トマスが否定したことはおどろくべきものである｣，「テイトマスは自分

のフェピアン派の価値と福祉ビジョンを確信していたので他の価値観を

拒否する傾向があった（Reismalll977；Ｐ３７)｣，「社会行政の世界での

ティトマスの卓越したポジションであったためにディシプリン全体が－

つの価値観と結びつけられる傾向があった（Pinkcrl979:ｐｐ２３２－３)｣，

｢その結果，ディシプリンのＩＩＪでフエピアン集合主義(Collectivism）の

価値が当然のことになってしまい，真に吟味されなくなった」と，ライ

スマンやピンカーを引用しながら指摘している。またミシュラは，ティ

トマス学派においては，「他の価値，例えば反集合主義者やマルクス主

義に対しては，常に侵入者として扱われ，すぐにドアを指して追い返さ

れる歓迎されざるゲストの役割であった｣9)と述べている。

このようにみると，ティトマスはフエビアン集合主義による一つの価

値を重視していたことが特徴として明らかにされる。そして，イギリス

の社会行政論研究は５０年代から６０年代にかけて，テイトマスの影響力

が大きかったためにフエビアン集合主義による社会行政論がオーソドッ

クスあるいは伝統的社会行政学として形成されたといえるのである。

さて，そこで，フエビアン集合主義に基づくテイトマスの規範論はい

かなるものであったか，ミシュラは本論文では立入っていないので他の

文献などを参考にして整理しておこう。この点，VicGeorge＆Paul

Wildingの共著であるノ(ﾉﾋ?o/QgM"(ﾉSOC、川Ｍ/b”（以下本文では一人

の著者名の「ワイルディング」を用いて略称する）が要領よくまとめて

いるのでこれを基にして，さらに他の文献で補足しながら整理していく。

「ワイルデイング」によると，フエビアン主義における社会的価値は，
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自由，平等，友愛(fellowship)の三つを【|】心的価値として，自由と平

等から派生する民主主義的参加，平等と友愛から派生するヒューマニズ

ムの二つを派生的な価値として強調し，このうち平等の強調はフエビア

ン主義の全会派（社会民主派，倫理派，半マルクス派）に共通のもので

あると指摘している。さらに，この平等の正当化は相互に関連する四つ

の根拠に基づいているとして，社会的統合，経済効率，自然的公正，個

人的自己実現をあげている。そしてこれらはプラグマティックな主張と

倫理的な主張との混合によって支えられている。

とくにトウニー（Ｒ・ILTawl1ey)，クロスランド（Ｃ､Ａ,RCroslaIld)，

ティトマスなどは，不平等の減少を社会的統合と社会的調和の必要条件

とみていたと。

また，フエビアン主義者の間では，社会主義的価値システムは平等と

自由を含むとはいえ，人は倫理的命題の中心部分で友愛の概念と取り組

んでいる。友愛あるいは同胞愛（fratemity）という言葉によって社会

主義者は，競争よりも協同，権利よりも義務を，個人的な必要よりもコ

ミュニティの幸福を，利己主義よりも利他主義（altruism）を重要視す

る友愛を支配的な価値として扱かうかなりの合意があるとされる。

このようなフエピアン主義の価値に基づいて，ティトマスにおいては

利他主義および他人（Strallger)への順与の強調は，真の社会サービス

と社会主義社会の真髄であるとされるのであると)o)。

こうした脈絡で，ティトマスは，社会的統合を福祉システムの最終的

ゴールとして，道徳的な利他主義を社会的価値として社会行政論を構成

されているととらえられている。

そこでティトマスはこの利他主義を社会的価値としてどのような社会

行政の理論を構成しているのであろうか，この点，ロバートソン（A1ex

Robertson）がよく整理していると思われるので，これを参考にしなが

ら検討しておこう。

ティトマスは社会行政の中心的課題は利己主義と利他主義の緊張関係
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にあるとする。そして，この利己主義の人間関係を経済的なもの，利他

主義を社会的なものとして両者を区別する。ここにティトマスは道徳上

の観点かから前者を経済Tlj場とするのに対して後者を社会市場として両

者をIﾘj確に区別すると同時に前者を否定した。この社会市場(Social

market）なる概念については，テイトマスは，経済市場の交換関係と

よく似ているが異なるものとして，献IlIl巡動にみられるような１１卿与関係

(giftrelatiol1ship）によって説IﾘＩする。つまり経済市場が交換もしくは

相互移転であるのに対して，社会市場はiili助金(grant）あるいは贈与も

しくは一方的移転であって，贈物交換，互酬的義務の概念を具体化する

様々なタイプの道徳的取り|関係であるとする。

さらにテイトマスは，一方的な移転，すなわちgralltとｇｉ[tには次

のような相異があると説〃)している。ｇｉ[ｔはｆａｃｅｔｏｆａｃｅの関係で生じ

るのに対して，gral】tは他人関係(strallRerrelatiollsbip）と他人への１１'１

象的な権利のアピール（社会的椛利）に根ざすものであるとする。この

ように区別した上で，ティトマスは，社会行政を他人に世話をする人と

される人とのモラルステイタスを適合させることを基礎において，社会

のメンバーをモラルコミュニティの一部にさせるものととらえている。

ここにティトマスは人llljが他人を助けたいという生物学的な性向のみな

らず道徳的に社会を良くするという面をもっていることから，社会行政

は連帯(Solidarity）を生みだし，社会的統合を促進するセメントの役

割をもつものとされる。

このようなテイトマスの規範論に対して，ロバートソンは，テイトマ

スが31川している人類学的文献では，｝１N与関係はしばしば権力関係で満

ちていると示唆している耶実を兇のがしている。giftは社会構造の中に

組みこまれ，それはしばしば個人の感↑iVとはほとんど関係のないもので

あると批判を加えている。

さらに，社会的統合についても，ティトマスは，“Social'，と“Sys・

tem，'integratiollとの差異を無視している。前者は個人とあるいはイ

1８７



ンフォーマルなグルーピングの間の関係に関連しているのに対して，後

者は人々の意思とは無関係な社会の中に存在する構造的な関係に関連し

ているのであるが，ティトマスの統合概念は定かではない。そして，社

会行政は何を統合しようとしているか，ティトマスはその分析の中で経

済と社会階級を無視し，個人を社会構造に関連づけるコンセプトを見の

がしていると批判を力Ⅱえている'1)。

以上のように検討してみるとと，ティトマスの規範論はピンカーも指

摘しているごとく道徳的、政治的に傾倒したものであるといえる('2)。

（２）証拠(evidellce)の尊重について

次に，テイトマスのアプローチの二つめの特徴とされる証拠の尊重に

ついて検討しておこう。

ミシュラによると，テイトマスのリサーチの多くは事実の発見，提案

をうらづけるデーターの収集に向けられ，そして，ポリシーががいかに

発展するか，その結果は実際にはどうかというリトマス試験紙にかけな

ければならないという原則をもっていたとする．

ミシュラは，こうしたテイトマスの社会行政の現状分析の研究は社会

科学としての基礎的な研究として重要なティトマスの遺産であると評価

している。

しかしながら，ミシュラはこうしたティトマスのアプローチは，特定

の種類の証拠を整１Ｊし，その証拠からある極の結論に至るという仮説に

たよっていた。しかもその仮説はフエビアン主義の枠の中にとどまって

いた。したがって，ティトマスの調査による政策提言は次のようになる

と指摘している。

たとえば，税制と社会サービスが所得の再分配に成功していないと調

査結果が明らかにしたならば，これは不平等の源泉である税金の減免，

付加給付制度などの問題であるとして，こうした問題を法改正や適切な

政府行動を通じて改めなければならないという政策提言となる。
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ティトマスのフエビアン主義による仮説は国家は階級構造を改良する

ための【'１立的な装置であるととらえられていた。また，不正をU1らかに

する社会調査を通じて呼びおこされた世論あるいはエリート達の社会意

織は，政府を必要な行動へと柳びく効果的な機関であるという仮説をも

っていたと。

そこで，ミシュラは，テイトマスのアプローチは，抽象的なものや一

般的なものに疑いをもち経験的な調査を通じて，その正当性を||{Iうデモ

ンストレイトすることにとどまり，代わりのＨ１!論を提唱することを試み

なかったとして，結局，その研究学績においては，特別で非体系的，非

論理的なものであった指摘する'3)。

ピンカーも，こうしたティトマス学派のアプローチについて次のよう

に述べている。

「社会調査と社会政策の発達過程との関係は，プログマテイズムと道

徳的信念とが結合し遺産という兆候をおびている。人間のニードのパタ

ーン変化についての社会調査は，社会的不公正の範囲と性格についての

経験的証拠の蓄１１Mをもたらした。この証拠は道徳的性格の要求とまた逆

の要求の双方に，さらにそれら要求の政治的行動プログラムとイデオロ

ギーへの置き換えに関係してきた。それらの議論は常に，社会学的とい

うよりも道徳的，政治的となる傾向があった｣Ⅱ)と。

以上のようなミシュラ，ピンカーによるテイトマスの証拠の尊重とい

うアプローチの評価はほぼ共通しており，経験的証拠の蓄積によって社

会行政の現状分析の基礎を築くことに貢献したとされるが，社会行政の

学問的な理論研究においては，フエビアン主義のプログマテイズムと道

徳的信念との結合による仮説に傾倒していたために道徳的，政治的とな

り，非体系的，非論理的であったと指摘されていると思われる。

(3)社会政策の広い定義づけについて

ミシュラは，ティトマスのアプローチの特徴の三つめとして社会政策
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の広い定義づけを行なったことであり，それはテイトマスの函要な遺産

の一つであると述べている。

とくにミシュラが広い定義づけとして評価しているのは，公的な社会

サービスや社会計iilliのみならず企業福祉(occul)ationalwelfare)およ

び財政福祉（(iscalwelfare）をとり入れたことにある。

ミシュラは本論文では，それ以上のことは，すでに常識的なこととし

ているせいかふれていない。しかし，定義の問魎は重要であるので，他

の文献によって躯理しておこう。

まず，社会政策と社会行政については次のように述べている。

「社会政策は，基本的には相矛盾する政治目的や政治目標の''１１の選択

のｌ１Ｉｊ題やそれらの目的や目標がどのように形づくられたか，そして良い

社会を構成するものは何か，あるいは経済人のニードと希望とは矛盾す

るような社会人のニードと希望を文化的に区別づける良い社会の柵成要

素は何かなどの問題を扱う。

社会行政の研究は，社会サービスを準備したりするilMl職や機描に関心

をもっている｣。

ピンカーは，この定義について，“良い社会”や“社会的'，と“経済

的，'人間の区別に一定の判断をしており，学|M1の定義ではこのような道

徳的な判断は除くべきだと思うと指摘している。さらに，テイトマスに

とって社会政策と社会行政論の関心の核は，道徳的な観点から柵成され

ていると指摘されている'5)。

こうしたティトマスの定義よりも，むしろ愈要なのは，ミシュラの指

摘するごとく，「禍祉の社会的分業」（SocialdivisiolUofwelfare,同名

の論文1955年による）の概念である。この概念は，財政福祉と企業福

祉はニードの充足という点で公的部門の社会サービスの機能的等価物と

なることから，両者の機能分担の関係を意味するものである。ティトマ

スのいう財政編祉とは税の控除制度のことである。児童をもつ親に対す

る扶養控除や住宅取得控除などは社会サービスによって手当が支給され
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たのと同じ効果をもつということである。企業福祉とは，企業が被用者

に企業年金，社宅，保健サービスなどで支給している付加給付を意味し，

これも財-政福祉と同様に社会サービスの効果をもつということである。

このようにテイトマスはミシュラのいう広いとらえ方をしたわけであ

るが，実際的にはピンカーによると，「ティトマスは社会サービスの道

徳的意図についての関心が深かったために，公的部門の社会サービスの

方を好み，財政福祉，企業福祉の拡大については批判的であった」と指

摘される。そしてピンカーは「福祉の分析モデルの中に道徳的判断を含

めてしまうと，比較研究の道具としては有効性が下がってしまうと思わ

れる。日本を含めて多くの国では伝統的に職域的な福祉制度が発達して

いることからして，どのような供給形態が優れているかは，それほど明

瞭なことではないであろう。むしろ，一定の時間と空間の中で社会サー

ビスの組織や供給形態が，その個々の実情にふさわしいものになってい

るかどうかで判断すべきではなかろうか」と批判を加えている。

さらにティトマスの功績として重要なことは，さきに述べた社会市場

と経済市場に区別したことに関連して，その分析のフレームワークとし

て社会政策がどのような理念によって構成することが可能かを示すため

社会政策の三つのモデルを提示したことである。

その一つは「残余福祉モデル」（ResidualWelfareModelofSocial

Policy）である。これはアメリカのウイレンスキー（Ｈ､Ｌ,Wilensky）

とルポー(C､Ｎ・Lebeaux)のresidualwelfareの概念に相当するもの

で個人のニードは家族や私的市場によって充足されるのが原則で，これ

らで充足されない場合に代って社会政策が機能するというものである。

その二つは「産業主義的業績達成モデル」（Thelndustrial

Achievement-PerformanceModelofSocialPolicy）である。これは第

一の「残余福祉モデル」と密接な関係があり，産業社会における生産性

や業績主義との関連で行われるもので「経済の付属物」として機能する

ものである。このモデルは財政福祉，企業福祉の分野に広くみられると
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される。その三つは「制度的再分配モデル」（Thelnstitutiol】ａｌＲｅ〔lis・

tril)utiol】alM()(1elo[SocialPolicy）である。これは，社会サービスが

社会的統合を生みだすものととらえて，TIj場とは別にニード原則にもと

づいて普遍主義的に運営されるものであるとされる。とくにこのモデル

は前二者のモデルとは異なって，ティトマス自身の社会サービスの社会

的統合の役割と普遍主義的社会サービスの迎川といった理想と結びつけ

て，社会政策の歴史的発展とも相応して今後の新しい社会政策の方向と

考えていたようである。

以上のようなことが，テイトマスの社会政策の定義づけに関連した功

績として一般的に評価されていることである。

さらにティトマスは，このような学問的な基礎概念を示した上で，社

会行政研究の課題としなければならないこととして８項目にわたって提

起している。これらの課題にはティトマスの社会政簸の広いとらえ方が

反映されていると思われ，また学問的な研究の輪liIllともいうべきものが

示されているのでここに３|川してつけ力Ⅱえておこう。

①政策形成とその予測および予測外の結果の分析と記述

②構造，機能，組織，計画の研究と施設および運営過程に関する歴史

的，比較法的研究

③社会的ニードおよびニードヘの接近方法に関する研究やサービス，

処置，移転などの成果の活用と類型の研究

④社会的費川および非福祉(diswelf【11.e)の性絡，属性，分ｲＩｊについ

ての研究

⑤時系列的に可処分資源の分布と分配を分析すること，および社会的

諸サービスの特定の影響の分析

⑥議員，専門的ワーカー，行政官および社会サービスの制度が操作・

運営される場合に直接関係するグループなどの役割と機能に|Ⅱける

研究

⑦被保険者とか社会的諸サービスの受益者およびユーザーという観点
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からみた市民の社会的権利に関する研究

⑧社会法，行政法をはじめ，その他の法に示される社会的諸施設の価

値と権利を配分する中央および地方の政府の役割に関する研究

ティトマスは以上のような{Ｊ１究課題をあげて，「最近における社会行

政に挑わる人々の関心とか活11i１，譜f作などを調べてみると，その大部分

は上記の８項目の一つ，またはそれ以上の項目に核当することになるで

あろうと思われる｣，「その領域は途方もなく拡がっていくように思われ

る｣，「私自身もたくさんの矛燗やlMii味さが残っていることに気がついて

いる｣，「知識の体系的確立という観点からみると，それは体系樹立の過

程にある｣'7)と付言している。

このようなティトマスのコメントからみても，これらの研究課題は，

社会行政の実際の分析にあってはフォローされているものの，必ずしも

体系的確立を意図されていなかったといえる。この点は十分ふまえてお

く必､要があると思われる。

（４）ティトマスの福祉国家観について

ミシュラは，ティトマス学派のアプロブーーチの特徴として，直接には

福祉国家観については言及していないが，後述するように，三つの特徴

を分析した結論でごく端的にふれている程度である。たしかにディシプ

リンとしてのアプローチは三つの特徴に躯Hl1されると思われるが，桶祉

国家観の問題は，そのディシプリンがどのように具体的に反映されてい

るか，またその福祉国家の発展においてどのような社会的意義があるの

かを分析する上でも検討しておく必要があると思われる。この問題につ

いては「ワイルディング」がよく整理していると思われるのでこれをも

とにここでは考察しておこう。

「ワイルデイング」によると，まず「福祉極|家の発達はこれまでのと

ころフエビアン主義者によっては十分概念的に説明されていない。彼ら

の著作の中にみられるのは時折矛盾する偶然的な表現であり，理論的な
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立場をUjらかにするようなものではない｣，「ティトマスは福祉国家の発

展についての全体的なフエピアン的見解を代表している」と指摘してい

る。

そしてさらに，テイトマスは社会政策の発展を説WＩするために社会階

級と圧力団体の抗争的社会モデルを採月jしているとして，その根拠とし

て次のような３|川をしている。

「すべて集団的に提供されるサービスは，いくつかの社会的に認知さ

れたニーズに応えるべく慎重に計画された。それらは第一に，一つの組

織的全体として生き残ろうとする社会の意思の現われであり，第二に，

すべての人がある人の生存を援助しようとするU1白な願いの具現であ

る｣。

これについて「ワイルディング」は，社会的サービスの成長を産業化

過程に結びついた諸力への対応とみるのだが，その諸力の詳しい性格や

それがいかにして圧ﾉﾉとなるかを説明しないのである。問題となるのは，

産業化が社会サービスを灘〈理由および正Nilで独特なそのすじ道なので

あるとコメントしている。

「ワイルディンク」は，そのすじ道についてテイトマスは著作のいろ

いろな部分で，大きくみると矛盾しあう三つの解答を与えているとして

次のような整珊をしている。

その第一は，社会サービスを，資本家階級が労働階級の社会的・政治

的従順の見返りとして与えようと準備しているＷｊ賂とみる。

この点，「ワイルディング」は，社会政簸を急進的反発を棚りくずす

ために資本主義国家が進んで与える身代金とみるビスマルクのような右

派政治家および一部のマルクス主義者と合流するのであるとコメントし

ている。

第二に，社会政簸の発展を，これとは正反対に，社会全体のより良い

統合的な社会をもたらすための，貧困を緩和する努力の一部とみる。

第三に，社会サービスの発展を，相互に作川し合い結合する諸力の複
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雑なからみ合いの結果とみる。例えば医朕サービスの発展を次のように

説明する。

「社会的公正への要請は大きな力の一つではあるが……他の諸力もま

た同等の，時にはよりIli【要な役制を果した。一つは……科学的知識の前

進である。もう一つは民衆の態度における宿命論からの脱却と健康や疾

病に対する自覚に象徴される。さらにいま一つは，個人（この関連では

医者か忠者）をある特定の社会的グループへの不Wiの依存から解き放つ

自由思想のリカレントな働きである｣。

社会保障の発展については，「社会革命への恐怖，法に従う労働力の

必要，政党や圧力団体'１１１の権力斗争，産業災害等の社会的費用の一部を

労働者の肩から取除く要求，そして富裕者の社会的良心，これらがすべ

て一定の役割を果した｣。

このティトマスの三つの解答について，「ワイルデング」は，実際的

な諸問題に対する論理的解答としても，産業化，都市化，技術的変化，

民主化の影響力の産物としても，対立する利益染団の抗争の帰結として

も，そしてまた一般的な社会的利益の結果としても，社会政策はとらえ

られているのである。この歴史的プラグマティズムはティトマスの強さ

でもあり，また弱さでもあったと指摘している。

次に，テイトマスは社会サービスの機能と性格をどのようにみている

かであるが，「ワイルデイング」は，次の六項目にまとめている。

第一に，社会サービスはいろいろな方法で諸ljl体間に資源を分配しま

た再分配する。TIP分配は社会政簸のさけることのできない固有の機能で

ある。第二に，社会サービスは社会的統合の積極的な力として，また社

会的統制の消極的な力として二様に働く。ティトマスは〕M1想主義に傾く

時，社会政策をより良い調和的社会（社会主義社会に近いような）の創

造を促進するものとみて，また一面では社会改良が一種の社会的鈍静剤

であるとみる。第三に，社会政簸は，「非福祉」（diswclfare)，すなわ

ち，資本主義社会の経済的変化の結果としてもたらされる社会的損害に
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対処し個々人の補償を[Ｉ的とする。さらにこの「非福祉」の概念を拡大

して，産業システムにi1i任はないが個々人に1身の責任でもない損害，例

えば心身障害をこれに含めた。第四に，社会サービスは個人的な福祉を

促進すべ〈機能する。第五に，社会サービスは個人と国家の双方にとっ

て経済的投資の一形態である。第六に，社会サービスは仲間の市民を助

けたいという個人の社会的，生物学的要求のための仲介経路を提供する。

つまり社会の利他主義の奨励を助けるものである。

このように，「ワイルディング」はティトマスの社会サービスの機能

や性格についての論述を雛ＩｌＩ１して次のような相摘をしている。

すなわち，「一般的にいえば，フエビアン主義者は，社会政策の発展

によりも，その機能により多くの考察をjl1えている。また常にその目的

と結果を区別してはいないし，目的と結果への言及も現存するものにつ

いてなのか，あるいは〕M1岨的な社会主義的社会政策についてなのか必ず

しも明瞭ではないのである｣，「またこれらの諸'二Ｉ的ｌ１ｌｊ，諸機能間に起り

うる衝突についての議論もほとんどない。実際，その主張のいくつかは

本質的に是認することも否認することもできないものであり，他の主張

もその証拠となるものは少なく，相互に矛ﾊｹﾞしていて決定的といえるも

のではない｣'8)と。

以上のようにみると，iii筋までに検討してきたテイトマスの政治的，

道徳的アプローチ，あるいはプラグマティズムと倫理的・道徳的信念の

結合によるアプローチが，福祉国家観にもよく反映されており，テイト

マスの研究業績の特徴をjll1解することができると思われる．

第２節ティトマスの社会行政研究の評Ｉｌｌｉ

以上のようにテイトマスを中心とした研究業綱について，ミシュラ，

ピンカー，「ワイルデング｣，ロバートソンなどの著作をもとにして検討

してみると，すでにそれぞれの節で評価を力Ⅱえているが，基本的な点で
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ほぼ共通した評mliは次のように醗理されると思われる．

第一に，テイトマスの研究業績はミシュラの表現によると非体系的，

非論理的ではあるが，端的にいって社会行政の学問的研究の土俵あるい

は輪郭をIﾘ]らかにしたことに大きな功績があるということである．この

点はさきの学者をはじめイギリスの社会政簸学者の間でも評価されてい

るところであると思われる．

第二に，しかしながら，とくにピンカー，「ワイルデイング｣，ロバー

トソンなどが指摘しているように，ティトマスの規範論は政治的，道徳

的に傾倒しており，社会科学的アプローヅーにおいて問題があるというこ

とである．

第三に，このことから，実証研究においても，フエビアン主義にもと

づくプラグマティズムと道徳的観念の仮説の中にとじこもっていたため

に理論的には非体系的，非論理的であったということである．

第四に，社会政策の広い定義づけにもかかわらず，こうしたことから，

すでにピンカーも指摘しているごとく，ミシュラもティトマスの実際の

研究は社会サービスあるいは社会福祉制度の分析にひどく傾いており，

社会計画，社会サービスの視野を狭くしていると述べている．

第五に，テイトマスのこうした社会サービスへの傾倒は，ミシュラに

よると，“Social''と“economic”（例えば「社会市場」と「経済ilj場」

のように）をあまりにも明確に区別しすぎて，結局，全体的な社会経済

構造や機能から“Social''を分離することになり価値スペクトラムをか

なり狭くしていると指摘している１，)．この点ピンカーもよく指摘すると

ころである．さらに，ミシュラは，これと同様なことが統合概念におい

ても離|M１（alienatioll）を認めようとしないことにみられるとする．こ

のとらえ方は，社会サービスの一面的な機能しか着目されておらず，し

かも社会サービス制度の目的と機能の区別がされていない．たとえ何ら

かの社会制度の目的が明確に定めることができたとしても（これがそも

そも問題を含んでいる)，実際の機能あるいは結果はあらかじめ正確に
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予見できるものではない．このことが今日，福祉国家のもつ主要な問題

としてみられていることである．

福祉国家を批判する者は，国家の介入の意図は，しばしばｇｏｏｄであ

ったが，その結果は大変異なっていると指摘する．古い格言の「地獄へ

の道は善意で舗装されている」（"TlleroodtoheuisI)avedwithgood

intentions，，）がSocialactiol〕の目的と機能の相異をみごとに要約して

いるとミシユラは指摘している20)．

この点，さきに述べたように「ワイルデイング」も強調していること

である．ほぼ，以上のようなことが，テイトマスの研究業績の基本的な

ことに関する評価としてまとめることができると思われる．

第２章ティトマス後の社会行政研究の素描

テイトマスははじめに述べたように1950年にＴ､11．マーシャルの後

任としてＬＳＥに迎えられた．その後ＬＳＥに社会行政学部を創設して

1973年に亡くなるまでその学部長を務めた．したがって，テイトマス

の主要な研究活動は５０年代～60年代にかけてのいわゆる「イデオロギ

ーの終焉」とかイギリス議会政治における労働党と保守党の「バッケリ

ット合意」（"Butskelliteconsellsus'',一般に「パッケリズム」といわれ

る）の時期に行われたことになる．

こうした時代的背景もあってか，さきに述べたミシュラ，ピンカーの

指摘のように，この約２０年Ｉ１ｌ１はティトマス学派にチャレンジするもの

はほとんどいなかったといわれる．

しかし，1970年代初期に戦後の「ゆたかな社会」といわれ，長期に

わたった経済的繁栄にかげりがみえ，経済的にも政治的にも危機といわ

れる時期がはじまり「パッケリズム」からの訣別が進行していくことに

なった．そしてこの時期に社会行政学の有力な学者たちが福祉をめぐる

イデオロギー論争をはじめることになったのである．

198



はじめに

さて，そこで，７０年代初頭からはじまるこのイデオロギー論争にお

いて何が問題となり，論者の理論的な展開はいかなる内容であったか，

論争を通じて，社会政策論の発展にどのようなインパクトがあったか，

といったことについて検討しておくことは，わが国の研究においても有

意義なことであると思われる．しかしながらその検討には多大な時間を

要するので別の機会にゆずることにしたい．

ここでは，シミュラがさきの論文の中で，テイトマス後の主として

70年代の有力な学者の著書をとりあげて，その理論的な特徴を素描す

るかたちで分析を行なっているのでその要旨を整理しておくにとどめて

おきたい．とくにこのミシュラの分析は，今後，イギリスのイデオロギ

ー論争や社会行政論の発展を検討していく際，重要な分析の視点を提供

していると思われるので以下でみておくことにしよう．

第１節ティトマス後の社会行政研究の動き

そこでまず，「パッケリズム」からの訣別が進む''１で，約２０年の間，

支配的であったオーソドックスあるいは伝統的といわれるティトマス学

派をめぐって，どのような研究の新しい動きがでてきたのか，この点に

ついて整理しておく必要がある．

ミシュラは，1960年代後半頃からテイトマス学派に対する疑問が投

げかけられるようになったとして，その動きについて次のように指摘し

ている．

その第一は，大学や高等専門学校（Polytechnic）において社会科学部

や社会行政コースの創設が急速に拡大しはじめ，その中でアカデミック

な理論の探究が求められてきたことである．

この点について，ミシュラは，１９７０年代に社会行政のディシプリン

に二つのおもな発展があったとして次のように述べている．その一つは，

テイトマス学派に属するピンカーなどによって，社会政策の規範論にお
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いてフエビアン主義の価値のみでなく，複数の価値観を認め，それらを

分析しようとするアカデミックな研究が進められるようになってきたこ

とである．その二つには，感覚のシャープな学生達の間で，社会政策が，

社会と社会制度の性格に関する多様な仮説で構築されていることを知り，

その仮説を社会科学的に検討されなければならないとして議論されてき

たことであると．

第二には，６０年代後半にマルクス主義理論が復活したことである．

とくにこのマルクス主義理論は，フエビアン研究者による「貧困の再発

見｣，新しい不平等の発見について，フエビアンの意図とは異なる見解

を展開した．

それは，エーベル・スミスやタウンゼントなどの社会調査によって，

福祉国家の欠陥をUjらかにし，その改善をめざすものであったが，マル

クス主義の立場からは，その調査結果をもとに，福祉国家はソーシャ

ル・コントロールによる管理国家ととらえられ，福祉国家批判に結びつ

けられることになった．

第三には，フェミニストによる批判が活発に展開されることになった

ことである．とくに女性によって提供されている男性や子供のための無

給のケアーの問題に大きな注目が集まった．この問題は福祉国家の形態

や発展の解}ﾘjに結びつけられマルクス主義理論を利用することになった．

ミシュラは，要旨以上の三点を指摘していると思われるが，さらに，

近年の資本主義経済の慢性的危機が社会と社会発展の社会民主主義的な

イメージの信頼を一層弱めており，福祉の現代的な問題を解り)するため

の社会理論が求められていることをつけ加えている２１)．

こうして，伝統的，オーソドックスといわれたティトマス学派は揺ら

ぎはじめ，次節でみるように多様な研究によって批判的に発展されてい

くことになるのである．
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第２節７０年代の社会行政研究の素描

さて，次にテイトマス後のこうした動きのIljで，主として７０年代に

どのような研究動向をたどったのだろうか．この点をミシュラの整理に

よって素描しておこう．

ミシュラは次の表ｌにみられるように，有力な学者の著書をもとに，

イデオロギーまたはモデルを示す用語をとりあげて分類している．そし

てその表を作成してミシュラは，同じ分類あるいは同じ１１１語を使11]する

者は二人となく，あきれるほどの多様性がある．しかしながら，この表

を少し検討してみると多様な分類と川iWiには多くの共通な基礎を示して

おり，一般的な特徴がとらえられると述べている．

そこで，この表をもとにしたミシュラの分析によって，その一般的な

特徴をとらえておこう．

第一に，これらのモデルは，社会政簸のイデオロギー的あるいは規範

表１

Author(s） CIassificatioll

Wilenskyand

Lebeaux(1958）

Pinker(1971）

Titmuss(1974）

Parker(1975）

Georgeand

WildiIlg(1976）

Mishra

（1977/81）

PiIlker(1979）

Ｒｏｏｍ(1979）

Taylor・

Goobyand

Dale(1981）

residual

residuill

residll〔1１

institutional

institution【ll

institutionill‐

redistributive

indusIrial

achievelllelr

l)el･(orn1aI1ce

lil)eral

relucmnt

collectMst

illstituti()nal

mercanIilist‐

collectivist

socinI．

（lelnocratic

reformist

laissez.[aire

allti・

collecIivist

socialist

FabianMarxist

socialist

structural

(llormativel977）

Socialist

【･esidual

market

liberaI

in(Iividuillist

Marxist

structural

＊Mishra，ｏｐ､Cit.，l).３４．
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的志向を表わしている．それは，平等よりｆＩｌｌ１を優先するといった価値

優先やまた人'''１と社会のとらえ方にかかわっているのである．

如二に，これらの大部分の分類は，一方の天皿には，残余的，レッ

セ・フエール，反集合主義者がのせられ，ニードを充足する集合的責任

を実質的に放棄する考え方に風するものと，他方の天皿にはｲｶﾞ造的

(Structural)，社会主義者，マルキストがのせられ，“各人のニードに

従ってそれぞれに”という社会主義者のコンセンプトに属するものとい

った双方をのせた社会政策の天秤あるいは迦統体としてとらえることが

できる．このiilij極の間の連続体にあるものは，制度的(institutional)，

消極的集合主義者(reluctaIltcollectivist)，フエピアンといったモデル

に属するものが位置づけられる．

このようにミシュラは分析したうえで，さらにこれらを単純化してみ

ると，次のような三つの基本的モデルあるいは理念型モデルを示すこと

ができるとする．

その第一は，マーケット・モデル（mal･ketmodel）である．このモデ

ルでは，自由を優先して資源はマーケットを通じて配分され，福祉に対

する染合的責任は最小限にということである（residualmodelとも呼ば

れる)．

第二は，ニード・モデル（neednIodel）である．このモデルでは，平

等を優先して資源はニードをベースにして配分され，iii祉に対する集合

的ｉＩｉ任はトータルであるとするものである（structu【llmodelとも呼ば

れる)．

第三は，ミックスド・モデル（mixedlllodel）である．このモデルで

は異質の価値を混合して，ｉＷｉｉ祉を最大限にするために，マーケットとニ

ードの基準を現実的な混合をベースにして資源が配分されるというもの

である（institutiollalmodelとも呼ばれる)．

ミシュラは，このような三つの社会政策のモデルを示して次のような

コメントをしている．
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それぞれのモデルによって規定されたポリシーは['１心的な価値を最大

限にするように方向づけられる．さらにモデルにはＺ！{実にもとづく提言

を必然的に含んでいる．すなわち，暗黙的であれ，W1確にであれそれら

は原則的に経験にもとづいて立証できることを主張しているのである．

たとえば，マーケット・モデルは，企業とTlj場のE1lllな状態が経済成長

を最も促進することとか，重税が脱税を促進したり，納税意欲を失わせ

ることなどを主張しているのである．それゆえ，それぞれのモデルは規

範的なものと証拠的あるいは実際的な要素とのアマルガムとしてみるこ

とができる．そして，その形でそれぞれが福祉のイデオロギーを形成し

ているのである．したがって，それぞれのモデルに関連した規範的で事

実にもとづいた提言，あるいは仮説を引き出し，詳l('1に吟味することが

社会政策の!'｣心的な仕馴｢の一つであると．

シミュラは，このような分析を試みて，今後のディシプリンの研究に

利用できる戦略的なオールターナティブ・アプローチとして次の三点を

あげている．

その一つは，主要な社会サービス（イギリスでは５つの社会サービ

ス）に焦点をおきながら広く社会経済構造と関連づけてアプローチする

こと．

二つには，ポリシーモデルは，一面社会問題イデオロギーといわれる

ように，社会問題について社会科学的に分析すること．

三つには，ニード，スティグマ，普遍主義，選別主義，交換，権限と

いった，かつてフォーダーが行なったような－速の埜礎概念に焦点をあ

てるアプローチである．このような基礎概念の分析はディシプリンの知

的バックボーンを構成しており，多くの方法のＩｌ１で，これは有力なアプ

ローチであると思われると22)．

以上のように，テイトマス後の７０年代における社会行政研究の動向

を素描してみると，ミシュラの表１から引き出した三つの社会政策モデ

ルは，今日では一般に良く用いられるようになってきており，今後の社
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会行政のデイシプリンの研究において有益な方法を提供していると思わ

れる．

＊ ＊ ＊

これまでにテイトマスの研究業績に焦点をあてて，その評価がどのよ

うに行なわれているかを主として考察してきたが，テイトマスの弱点は

あるもののやはりまだ多くの学ぶべき業績はあると思われる．今後，さ

らにティトマスの遺産について堀りさげて理解を深めながら，ミシュラ

の提起した社会政策の三つのモデルおよびアプローチの方法などを参考

にして，７０年代，８０年代の社会行政研究のⅡ１１論的な発展をリサーチし

てみる必要があると思われる．ひとまず，本稿ではここでむずぴとして

おくことにする．
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